
 ● 使用料 別 紙

 上限額（Ｃ）の求め方  適正料金（Ｄ）の求め方

公民館 　本市の現在料金と他市 　 Ａ＞Ｂの場合→Ａ

料金のうち、最も高いもの 　 Ａ≦Ｂ≦Ｃの場合→Ｂ

75% に1.3を乗じた。 　 Ｂ＞Ｃの場合→Ｃ

文化スポーツ課

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

コスト 広さ
現在
料金

現在
料金

計算上
の料金

上限額 土岐市 可児市 瀬戸市
適正
料金

適正
料金

値上率

（㎡/h） （㎡） （税抜）（税込）（税抜）（税抜）（税抜）（税抜）（税抜）（税抜）（税込） （％）
養正公民館

✓ 大ホール 6.651 240.4 1 900 990 1,199 1,170 363 600 303 1,170 1,290 30.0
✓ 研修室 6.651 78.0 1 320 350 389 416 181 227 212 389 430 21.6
✓ 和室 6.651 58.1 1 270 300 290 425 181 327 180 290 320 7.4
　 料理実習室 6.651 58.1 1 410 450 290 533 181 327 212 410 450 0.0

精華交流センター
✓ 大ホール 6.651 229.0 1 900 990 1,142 1,170 363 600 303 1,142 1,260 26.9
　 遊戯室 6.651 122.0 1 560 620 609 728 181 327 212 609 670 8.8
✓ 研修室 6.651 82.0 1 320 350 409 416 181 227 212 409 450 27.8
　 会議室 6.651 38.0 1 190 210 190 295 90 227 90 190 210 0.0
　 多目的実習室 6.651 84.0 1 320 350 419 416 181 227 212 416 460 30.0
　 和室 6.651 32.0 1 190 210 160 295 90 227 90 190 210 0.0

小泉公民館
✓ 大ホール 6.651 261.0 1 900 990 1,302 1,170 363 600 303 1,170 1,290 30.0
✓ 研修室（大） 6.651 78.5 1 320 350 391 425 181 327 212 391 430 22.2
　 研修室（小） 6.651 26.3 1 190 210 131 295 90 227 90 190 210 0.0
　 和室 6.651 61.9 1 320 350 309 425 181 327 180 320 350 0.0
　 料理実習室 6.651 75.7 1 410 450 378 533 181 327 212 410 450 0.0
　 多目的実習室 6.651 56.8 1 280 310 283 364 181 － 212 283 310 1.1

旭ケ丘公民館
✓ 大ホール 6.651 200.0 1 900 990 998 1,170 363 600 303 998 1,100 10.9
✓ 中会議室 6.651 55.0 1 230 250 274 299 181 227 212 274 300 19.1
　 小会議室 6.651 20.3 1 100 110 101 295 90 227 90 101 110 1.0
　 研修室 6.651 44.0 1 280 310 219 364 181 227 90 280 310 0.0
　 和室 6.651 45.0 1 230 250 224 299 90 227 90 230 250 0.0
　 料理実習室 6.651 52.3 1 410 450 261 533 181 327 212 410 450 0.0

市之倉公民館
✓ 大ホール 6.651 240.8 1 900 990 1,201 1,170 363 600 303 1,170 1,290 30.0
✓ 研修室 6.651 70.0 1 320 350 349 425 181 327 212 349 380 9.1
✓ 和室 6.651 50.4 1 230 250 251 299 181 227 90 251 280 9.1
　 料理実習室 6.651 62.5 1 410 450 312 533 181 327 212 410 450 0.0
✓ その他の部屋 6.651 32.1 1 100 110 160 295 90 227 90 160 180 60.0

南姫公民館
✓ 大ホール 6.651 269.0 1 900 990 1,342 1,170 363 600 303 1,170 1,290 30.0
✓ 研修室 6.651 82.2 1 350 390 410 455 181 327 212 410 450 17.1
✓ 和室 6.651 58.1 1 270 300 290 425 181 327 180 290 320 7.4
　 料理実習室 6.651 60.3 1 410 450 301 533 181 327 212 410 450 0.0

脇之島公民館
✓ 大ホール 6.651 255.3 1 900 990 1,273 1,170 363 600 303 1,170 1,290 30.0
✓ 研修室 6.651 72.9 1 320 350 364 425 181 327 212 364 400 13.8
　 和室 6.651 53.0 1 270 300 264 351 181 227 90 270 300 0.0
　 料理実習室 6.651 84.0 1 410 450 419 533 181 327 212 419 460 2.2

根本交流センター
✓ 大ホール 6.651 232.2 1 900 990 1,158 1,170 363 600 － 1,158 1,270 28.7
✓ 小ホール 6.651 103.0 1 450 500 514 585 － － 303 514 570 14.2
　 和室 6.651 39.4 1 190 210 196 247 90 27 90 196 220 3.2
　 実習室 6.651 55.6 1 320 350 278 425 181 327 212 320 350 0.0
✓ 会議室１ 6.651 78.9 1 320 350 394 425 181 327 212 394 430 23.1
✓ 会議室２ 6.651 49.2 1 230 250 245 299 90 227 90 245 270 6.5

笠原中央公民館
✓ ホール 6.651 633.5 3 8,850 9,740 9,481 11,505 － － － 9,481 10,430 7.1
　 ３階視聴覚室 6.651 107.1 1 600 660 534 780 363 327 303 600 660 0.0
　 ３階会議室（１－１） 6.651 53.0 1 230 250 264 299 181 227 212 264 290 14.8
　 ３階会議室（１－２） 6.651 53.0 1 230 250 264 299 181 227 212 264 290 14.8
　 ３階会議室（２） 6.651 51.3 1 380 420 256 494 90 327 90 380 420 0.0
　 ３階会議室（３） 6.651 36.6 1 190 210 183 295 90 227 90 190 210 0.0
　 ３階料理教室 6.651 105.1 1 690 760 524 897 181 327 212 690 760 0.0
　 ３階和室（１） 6.651 24.8 1 190 210 123 295 90 227 90 190 210 0.0
　 ３階和室（２） 6.651 56.7 1 380 420 283 494 90 327 90 380 420 0.0
　 ３階茶室（１） 6.651 23.7 1 280 310 118 364 － － － 280 310 0.0
　 ３階茶室（２） 6.651 28.0 1 380 420 140 494 － － － 380 420 0.0
✓ 陶芸工房利用料金 6.651 109.0 1 100 110 544 130 － － － 130 140 30.0

担当課

時間
単位

施設名称/貸出区分

受益者負担割合

他市事例

 １



 上限額（Ｃ）の求め方  適正料金（Ｄ）の求め方

文化施設 　本市の現在料金と他市 　 Ａ＞Ｂの場合→Ａ

料金のうち、最も高いもの 　 Ａ≦Ｂ≦Ｃの場合→Ｂ

100% に1.3を乗じた。 　 Ｂ＞Ｃの場合→Ｃ

文化スポーツ課

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

コスト 広さ
現在
料金

現在
料金

計算上
の料金

上限額 土岐市 可児市 瀬戸市
適正
料金

適正
料金

値上率

（㎡/h） （㎡） （税抜）（税込）（税抜）（税抜）（税抜）（税抜）（税抜）（税抜）（税込） （％）
バロー文化ホール

✓ 大ホール 7.09 1,320.3 3 12,500 13,750 28,082 53,170 11,363 40,900 23,400 28,082 30,890 124.7
✓ 小ホール 7.09 551.3 3 4,000 4,400 11,725 20,020 9,090 15,400 － 11,725 12,900 193.1
✓ 展示室Ａ 7.09 234.0 3 2,500 2,750 4,977 3,250 － 1,900 1,466 3,250 3,580 30.0
　 展示室Ｂ 7.09 82.0 3 1,450 1,600 1,744 1,885 969 － 733 1,744 1,920 20.3
　 楽屋１ 7.09 30.8 3 2,000 2,200 655 2,600 881 － 1,100 2,000 2,200 0.0
　 楽屋２ 7.09 30.8 3 2,000 2,200 655 2,600 881 － 1,100 2,000 2,200 0.0
　 楽屋３ 7.09 14.5 3 1,250 1,380 308 1,625 690 － 500 1,250 1,380 0.0
　 楽屋４ 7.09 14.5 3 1,250 1,380 308 1,625 690 － 500 1,250 1,380 0.0
　 楽屋５ 7.09 13.2 3 1,250 1,380 281 1,625 690 － 500 1,250 1,380 0.0
　 楽屋６ 7.09 31.4 3 1,500 1,650 668 1,950 881 － 900 1,500 1,650 0.0
　 主催者控室 7.09 14.5 3 1,250 1,380 308 1,625 490 － － 1,250 1,380 0.0
　 リハーサル室 7.09 57.4 3 2,000 2,200 1,221 2,600 945 － 900 2,000 2,200 0.0
　 浴室 7.09 8.1 1 290 320 57 637 490 － － 290 320 0.0
　 シャワー室 7.09 6.0 1 290 320 42 377 － － － 290 320 0.0
✓ 大会議室 7.09 250.6 1 1,100 1,210 1,777 2,166 303 1,272 1,666 1,777 1,950 61.5
　 練習室１ 7.09 68.9 1 500 550 489 709 230 545 533 500 550 0.0
　 練習室２ 7.09 59.9 1 500 550 425 709 230 545 366 500 550 0.0
　 練習室３ 7.09 48.2 1 400 440 342 1,063 230 818 266 400 440 0.0
　 練習室４ 7.09 48.2 1 850 940 342 1,535 363 1,181 466 850 940 0.0
　 和室 7.09 57.8 1 400 440 409 520 230 363 255 409 450 2.3

学習館
✓ 多目的ホール 7.447 289.5 3 3,500 3,850 6,467 4,550 － － 1,272 4,550 5,010 30.0
✓ １階ギャラリー 7.447 63.8 3 1,200 1,320 1,425 1,560 － － － 1,425 1,570 18.8
　 学習室１０１ 7.447 51.8 1 400 440 385 520 90 － 227 400 440 0.0
　 学習室４０１ 7.447 31.2 1 400 440 232 520 90 － 227 400 440 0.0
✓ 学習室４０２ 7.447 81.7 1 450 500 609 585 90 － 227 585 640 30.0
　 学習室４０３ 7.447 37.4 1 400 440 278 520 90 － 227 400 440 0.0
✓ 学習室５０１ 7.447 151.3 1 800 880 1,127 1,040 90 － 227 1,040 1,140 30.0
✓ 学習室５０２ 7.447 93.1 1 600 660 694 780 90 － 227 694 760 15.7
　 学習室５０３ 7.447 27.5 1 400 440 205 520 90 － 227 400 440 0.0
　 学習室５０４ 7.447 40.2 1 400 440 299 520 90 － 227 400 440 0.0
　 学習室５０５ 7.447 40.2 1 400 440 299 520 90 － 227 400 440 0.0
　 学習室５０６ 7.447 41.3 1 400 440 308 520 90 － 227 400 440 0.0
　 視聴覚室 7.447 97.9 1 850 940 729 1,105 90 － 227 850 940 0.0
✓ 美術室 7.447 108.1 1 700 770 805 910 90 － － 805 890 15.0
✓ 工作室 7.447 70.8 1 500 550 527 650 90 － 227 527 580 5.4
　 音楽室 7.447 60.8 1 500 550 453 650 181 － － 500 550 0.0
✓ 和室 7.447 112.8 1 800 880 840 1,040 － － － 840 920 5.0
　 陶芸室 7.447 26.0 1 300 330 194 390 － － － 300 330 0.0

子ども情報センター
　 研修室 6.651 148.5 1 450 500 988 585 － － － 585 640 30.0

三の倉市民の里
✓ 宿泊室Ａ（宿泊） 6.231 34.0 13 8,000 8,800 7,954 10,400 5,909 － － 8,000 8,800 0.0
　 宿泊室Ｂ（宿泊） 6.231 36.0 13 9,000 9,900 8,116 11,700 8,818 － － 9,000 9,900 0.0
✓ 宿泊室Ｃ（宿泊） 6.231 22.0 13 5,000 5,500 6,982 7,682 5,909 － － 6,982 7,680 39.6
　 宿泊室Ｄ（宿泊） 6.231 88.9 13 20,000 22,000 12,401 26,000 8,818 － － 20,000 22,000 0.0
　 会議室 6.231 32.0 1 340 370 199 442 － － － 340 370 0.0
✓ ログハウスＡ（宿泊） 6.249 30.0 13 5,000 5,500 7,637 6,500 3,909 － － 6,500 7,150 30.0
✓ ログハウスＢ（宿泊） 6.249 56.0 13 8,000 8,800 9,749 10,400 3,909 － － 9,749 10,720 21.9
✓ ログハウスＣ（宿泊） 6.249 70.5 13 9,000 9,900 10,927 11,700 3,909 － － 10,927 12,020 21.4
✓ 研修室Ａ 6.231 69.7 1 400 440 434 1,300 － － 1,000 434 480 8.5
✓ 研修室Ｂ 6.231 69.7 1 400 440 434 1,300 － － 1,000 434 480 8.5
　 テニスコート 0.089 2,422.0 1 470 520 216 611 － － － 470 520 0.0
✓ キャンプ場 0.089 4,036.0 13 2,200 2,420 4,670 2,860 490 － 800 2,860 3,150 30.0
✓ グラウンド 0.089 8,353.0 1 270 300 743 351 － － － 351 390 30.0
　 宿泊室Ａ 6.231 34.0 1 250 280 212 325 － － － 250 280 0.0
　 宿泊室Ｂ 6.231 36.0 1 250 280 224 325 － － － 250 280 0.0
　 宿泊室Ｃ 6.231 22.0 1 250 280 137 325 － － － 250 280 0.0
　 宿泊室Ｄ 6.231 88.9 1 660 730 554 858 － － － 660 730 0.0
　 ミーティングルーム 6.231 16.5 1 240 260 103 312 － － － 240 260 0.0
✓ ログハウスＡ 6.249 30.0 1 240 260 187 312 － － － 240 260 0.0
✓ ログハウスＢ 6.249 56.0 1 360 400 350 468 － － － 360 400 0.0
　 ログハウスＣ 6.249 70.5 1 360 400 441 468 － － － 441 490 22.5

受益者負担割合
担当課

施設名称/貸出区分
時間
単位

他市事例

 ２



 上限額（Ｃ）の求め方  適正料金（Ｄ）の求め方

スポーツ施設 　本市の現在料金と他市 　 Ａ＞Ｂの場合→Ａ

料金のうち、最も高いもの 　 Ａ≦Ｂ≦Ｃの場合→Ｂ

100% に1.3を乗じた。 　 Ｂ＞Ｃの場合→Ｃ

文化スポーツ課

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

コスト 広さ
現在
料金

現在
料金

計算上
の料金

上限額 土岐市 可児市 瀬戸市
適正
料金

適正
料金

値上率

（㎡/h） （㎡） （税抜）（税込）（税抜）（税抜）（税抜）（税抜）（税抜）（税抜）（税込） （％）
感謝と挑戦のTYK体育館

✓ 第１競技場 6.348 1,895.0 1 900 990 12,029 1,300 － － 1,000 1,300 1,430 44.4
✓ 第２競技場 6.348 1,012.0 1 330 360 6,424 1,040 545 600 800 1,040 1,140 215.2
✓ 第３競技場 6.348 421.0 1 330 360 2,673 650 － － 500 650 720 97.0
✓ 第４競技場 6.348 437.0 1 330 360 2,774 650 － － 500 650 720 97.0
　 役員室 6.348 30.8 1 200 220 196 358 － － 275 200 220 0.0
✓ 幼児体育室 6.348 72.0 1 200 220 457 260 － － － 260 290 30.0
✓ 卓球室 6.348 152.0 1 330 360 965 429 － － － 429 470 30.0
✓ 研修室 6.348 58.8 1 200 220 373 325 － － 250 325 360 62.5
✓ 会議室 6.348 104.5 1 240 260 663 325 180 － 250 325 360 35.4
✓ ミーティング室 6.348 104.5 1 240 260 663 325 － 200 250 325 360 35.4
✓ 和室１ 6.348 78.1 1 240 260 496 312 180 － － 312 340 30.0
　 和室２ 6.348 51.7 1 220 240 328 286 180 － － 286 310 30.0
　 個人利用（競技場・卓球室ほか） 6.348 100 110 130 － － － 100 110 0.0
　 個人利用（トレーニング室） 6.348 326.0 200 220 260 － － 100 200 220 0.0

笠原体育館
✓ 第１競技場 6.348 1,433.6 1 650 720 9,100 1,040 545 600 800 1,040 1,140 60.0
✓ 第２競技場 6.348 459.0 1 330 360 2,914 650 － － 500 650 720 97.0
✓ 第３競技場 6.348 324.0 1 330 360 2,057 650 － － 500 650 720 97.0
　 個人利用（競技場） 6.348 100 110 130 － － － 100 110 0.0
　 個人利用（トレーニング室） 6.348 326.0 150 170 195 － － 100 150 170 0.0

星ケ台競技場
✓ トラック・フィールド 2.031 34,100.0 1 4,000 4,400 69,257 5,200 － － － 5,200 5,720 30.0
　 個人利用 2.031 230 250 299 － － － 230 250 0.0
　 会議室 1.651 35.1 1 200 220 58 260 － － － 200 220 0.0
　 審判控室１ 1.651 33.6 1 200 220 55 260 － － － 200 220 0.0
　 審判控室２ 1.651 33.6 1 200 220 55 260 － － － 200 220 0.0
　 記録室 1.651 32.1 1 200 220 53 260 － － － 200 220 0.0
　 放送室 1.651 12.2 1 120 130 20 156 － － － 120 130 0.0

球場
✓ 球場（多治見市営球場） 0.639 12,900.0 1 1,200 1,320 8,243 1,560 970 700 500 1,560 1,720 30.0
✓ 球場（滝呂市営球場） 0.639 10,000.0 1 700 770 6,390 1,261 970 700 500 1,261 1,390 80.1

運動広場
✓ 運動広場（星ケ台運動広場） 0.083 11,450.0 1 650 720 950 845 390 600 250 845 930 30.0
　 Ａ面（旭ケ丘運動広場） 0.083 8,080.0 1 650 720 671 845 390 600 250 671 740 3.2
✓ Ｂ面（旭ケ丘運動広場） 0.083 8,080.0 1 550 610 671 780 390 600 250 671 740 22.0
✓ 運動広場（北丘運動広場） 0.083 9,765.0 1 650 720 810 845 390 600 250 810 890 24.6
✓ 運動広場（市之倉運動広場） 0.083 8,790.0 1 650 720 730 845 390 600 250 730 800 12.3
✓ 運動広場（脇之島運動広場） 0.083 14,227.0 1 650 720 1,181 845 390 600 250 845 930 30.0
✓ Ａ面（笠原梅平運動広場） 0.083 13,600.0 1 650 720 1,129 845 390 600 250 845 930 30.0
✓ Ｂ面（笠原梅平運動広場） 0.083 13,600.0 1 650 720 1,129 845 390 600 250 845 930 30.0
　 運動広場（笠原向島運動広場） 0.083 8,089.0 1 650 720 671 845 390 600 250 671 740 3.2

テニスコート
✓ 第１競技場（星ケ台テニスコート） 0.542 1,145.0 1 660 730 621 858 390 400 200 660 730 0.0
　 第２競技場（星ケ台テニスコート） 0.548 1,145.0 1 450 500 627 585 390 400 200 585 640 30.0
✓ テニスコート（脇之島テニスコート） 0.471 1,145.0 1 660 730 539 858 390 400 200 660 730 0.0
✓ テニスコート（共栄テニスコート） 0.542 1,145.0 1 660 730 621 858 390 400 200 660 730 0.0
✓ テニスコート（笠原向島テニスコート） 0.542 1,145.0 1 660 730 621 858 390 400 200 660 730 0.0

旭ケ丘弓道場
✓ 弓道場専用利用 1.413 709.4 1 900 990 1,002 1,170 545 600 665 1,002 1,100 11.3
　 弓道場個人利用 1.413 100 110 130 90 － 100 100 110 0.0

受益者負担割合
担当課

施設名称/貸出区分
時間
単位

他市事例

 ３



 上限額（Ｃ）の求め方  適正料金（Ｄ）の求め方

産業施設 　本市の現在料金と他市 　 Ａ＞Ｂの場合→Ａ

料金のうち、最も高いもの 　 Ａ≦Ｂ≦Ｃの場合→Ｂ

100% に1.3を乗じた。 　 Ｂ＞Ｃの場合→Ｃ

産業観光課、陶磁器意匠研究所

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

コスト 広さ
現在
料金

現在
料金

計算上
の料金

上限額 土岐市 可児市 瀬戸市
適正
料金

適正
料金

値上率

（㎡/h） （㎡） （税抜）（税込）（税抜）（税抜）（税抜）（税抜）（税抜）（税抜）（税込） （％）
産業文化センター

✓ 大ホール 5.555 764.0 3 5,000 5,500 12,732 11,700 9,000 3,650 7,700 11,700 12,870 134.0
　 イベントプラザ 5.555 150.0 3 3,050 3,360 2,500 3,965 1,100 － － 3,050 3,360 0.0
✓ 大会議室 5.555 236.0 1 1,200 1,320 1,311 7,150 1,400 510 5,500 1,311 1,440 9.3
　 中会議室 5.555 130.0 1 800 880 722 4,576 300 510 3,520 800 880 0.0
　 小会議室 5.555 56.0 1 600 660 311 1,573 220 510 1,210 600 660 0.0
　 特別会議室 5.555 50.0 1 800 880 278 1,573 240 － 1,210 800 880 0.0
　 和室 5.555 53.0 1 600 660 294 5,005 200 160 3,850 600 660 0.0
　 ミーティングルーム 5.555 21.0 1 400 440 117 520 － － － 400 440 0.0

勤労者センター
✓ 大研修室 5.896 138.6 1 470 520 817 611 － 220 － 611 670 30.0
✓ 会議室Ａ 5.896 27.5 1 120 130 162 260 － 200 － 162 180 35.0
　 会議室Ｂ 5.896 24.7 1 120 130 146 260 － 200 － 146 160 21.7

文化工房
✓ メセナギャラリー 12.267 224.4 1 700 770 2,753 910 － － － 910 1,000 30.0
✓ 第１工房 12.267 55.3 1 400 440 678 520 － － － 520 570 30.0
✓ 第２工房 12.267 37.2 1 240 260 456 312 － － － 312 340 30.0

美濃焼ミュージアム
✓ 会議研修室 15.079 138.2 1 600 660 2,085 780 － － － 780 860 30.0

モザイクタイルミュージアム
　 研修工作室 11.018 94.1 1 280 310 1,037 364 － 200 － 364 400 30.0
　 ギャラリースペース 11.018 66.4 24 7,410 8,150 17,564 16,380 12,600 － 6,390 16,380 18,020 121.1

陶磁器意匠研究所
✓ 研究室及び試験室 6.651 32.4 1 290 320 215 377 － － － 290 320 0.0

受益者負担割合
担当課

施設名称/貸出区分
時間
単位

他市事例

 ４



 上限額（Ｃ）の求め方  適正料金（Ｄ）の求め方

福祉施設 　本市の現在料金と他市 　 Ａ＞Ｂの場合→Ａ

料金のうち、最も高いもの 　 Ａ≦Ｂ≦Ｃの場合→Ｂ

100% に1.3を乗じた。 　 Ｂ＞Ｃの場合→Ｃ

福祉課、高齢福祉課、子ども支援課

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

コスト 広さ
現在
料金

現在
料金

計算上
の料金

上限額 土岐市 可児市 瀬戸市
適正
料金

適正
料金

値上率

（㎡/h） （㎡） （税抜）（税込）（税抜）（税抜）（税抜）（税抜）（税抜）（税抜）（税込） （％）
総合福祉センター

　 ３階和室１ 6.651 71.0 1 450 500 472 598 150 460 － 472 520 4.9
　 ３階和室２ 6.651 59.4 1 450 500 395 598 150 460 － 450 500 0.0
　 ３階和室３ 6.651 65.4 1 450 500 435 598 150 460 － 450 500 0.0
✓ ３階作業室 6.651 96.9 1 450 500 644 923 185 710 － 644 710 43.1
　 ３階研修室 6.651 72.0 1 450 500 479 923 185 710 － 479 530 6.4
　 ４階集会室 6.651 47.0 1 330 360 313 598 185 460 － 330 360 0.0
　 ４階会議室 6.651 47.3 1 330 360 315 598 185 460 － 330 360 0.0
　 ４階技能習得室 6.651 43.8 1 330 360 291 598 245 460 － 330 360 0.0
　 ４階和室１ 6.651 38.8 1 330 360 258 429 150 145 － 330 360 0.0
　 ４階和室２ 6.651 33.5 1 330 360 223 429 150 145 － 330 360 0.0
　 ４階ミーティングルーム 6.651 26.1 1 330 360 174 429 150 90 － 330 360 0.0
✓ ４階大会議室 6.651 327.4 1 1,800 1,980 2,178 4,316 625 3,320 － 2,178 2,400 21.0

かさはら福祉センター
✓ 教養娯楽室 6.651 90.3 1 450 500 601 923 185 710 － 601 660 33.6
　 研修室 6.651 69.5 1 450 500 462 598 185 460 － 462 510 2.7
　 健康相談室 6.651 34.8 1 330 360 231 429 150 145 － 330 360 0.0
✓ 集会室 6.651 207.8 1 1,100 1,210 1,382 1,430 625 － － 1,382 1,520 25.6

サンホーム滝呂
✓ 和室 6.651 77.0 1 450 500 512 598 150 460 - 512 560 13.8

ふれあいセンター姫
　 和室 6.651 37.0 1 240 260 246 598 150 460 - 246 270 2.5
　 会議室 6.651 37.0 1 240 260 246 598 185 460 - 246 270 2.5
✓ 多目的工作室 6.651 67.0 1 400 440 446 598 185 460 - 446 490 11.5

児童館
✓ 遊戯室 6.651 124.3 1 350 390 826 455 - - - 455 500 30.0
　 集会室 6.651 28.9 1 200 220 192 260 - - - 200 220 0.0
✓ 調理室 6.651 80.9 1 450 500 538 585 - - - 538 590 19.6

幼稚園
✓ 遊戯室 6.651 162.0 1 450 500 1,077 585 － － － 585 640 30.0
　 和室 6.651 30.0 1 200 220 200 260 － － － 200 220 0.0

受益者負担割合
担当課

施設名称/貸出区分
時間
単位

他市事例

 ５



 上限額（Ｃ）の求め方  適正料金（Ｄ）の求め方

その他施設 　本市の現在料金と他市 　 Ａ＞Ｂの場合→Ａ

料金のうち、最も高いもの 　 Ａ≦Ｂ≦Ｃの場合→Ｂ

100% に1.3を乗じた。 　 Ｂ＞Ｃの場合→Ｃ

教育総務課、総務課、産業観光課

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

コスト 広さ
現在
料金

現在
料金

計算上
の料金

上限額 土岐市 可児市 瀬戸市
適正
料金

適正
料金

値上率

（㎡/h） （㎡） （税抜）（税込）（税抜）（税抜）（税抜）（税抜）（税抜）（税抜）（税込） （％）
小学校及び中学校

✓ 屋外運動場　15000㎡以上 0.083 18,166.0 1 240 260 1,508 312 － － － 312 340 30.0
✓ 屋外運動場　15000㎡未満 0.083 11,148.0 1 120 130 925 156 － － － 156 170 30.0
✓ 体育館・武道場 6.348 1,060.0 1 350 390 6,729 455 － － － 455 500 30.0
　 テニスコート（１面につき） 0.083 1,145.0 1 240 260 95 312 － － － 240 260 0.0
✓ 普通教室 6.651 66.0 1 120 130 439 156 － － － 156 170 30.0
✓ 特別教室１（音楽室、工作室等） 6.651 104.0 1 350 390 692 455 － － － 455 500 30.0
✓ 特別教室２（図書室等） 6.651 127.0 1 240 260 845 312 － － － 312 340 30.0
　 多目的教室 6.651 96.0 1 750 830 638 975 － － － 750 830 0.0

駅北庁舎
　 会議室 6.651 49.0 1 380 420 326 494 － － － 380 420 0.0
✓ その他の占用使用 6.651 1 5,000 5,500 6,500 － － － 5,000 5,500 0.0

行政財産目的外使用（土地及び駅北庁舎以外の建物）
　 事務所等 6.651 1.0 1 270 300 7 351 － － － 270 300 0.0
✓ 会議室 6.651 1.0 1 5 5 7 6 － － － 6 6 30.0

駅北広場
　 全面 1.571 3,105.0 1 5,560 6,120 4,878 7,228 － － － 5,560 6,120 0.0
　 テラス１　区画１ 1.571 15.0 1 90 100 24 117 － － － 90 100 0.0
　 テラス１　区画２ 1.571 15.0 1 90 100 24 117 － － － 90 100 0.0
　 イベント広場上段　全面 1.571 607.5 1 3,330 3,660 954 4,329 － － － 3,330 3,660 0.0
　 イベント広場上段　区画（15㎡まで） 1.571 15.0 1 90 100 24 117 － － － 90 100 0.0
　 イベント広場下段 1.571 186.3 1 1,020 1,120 293 1,326 － － － 1,020 1,120 0.0
　 小広場３ 1.571 41.4 1 190 210 65 247 － － － 190 210 0.0

受益者負担割合
担当課

施設名称/貸出区分
時間
単位

他市事例

 ６



 ● 手数料
 上限額（Ｃ）の求め方  適正料金（Ｄ）の求め方

　本市の現在料金と他市 　 Ａ＞Ｂの場合→Ａ

料金のうち、最も高いもの 　 Ａ≦Ｂ≦Ｃの場合→Ｂ

に1.3を乗じた。 　 Ｂ＞Ｃの場合→Ｃ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

年間処
理件数

コスト
現在
料金

現在
料金

計算上
の料金

上限額 土岐市 可児市 瀬戸市
適正
料金

適正
料金

値上率

（件） （円/件） （税抜） （税込） （税抜） （税抜） （税抜） （税抜） （税抜） （税抜） （税込） （％）

1 税務課 租税公課に関する証明手数料 ○ 3,143 556.8 300 300 557 390 300 300 300 390 390 30.0

2 税務課 土地、家屋に関する証明手数料 ○ 2,193 519.7 300 300 520 390 300 300 300 390 390 30.0

3 税務課 営業に関する証明手数料 ○ 123 557.5 300 300 557 390 300 300 300 390 390 30.0

4 税務課
税に関する公簿、公文書及び図面の
写しの交付手数料

○ 510 579.7 300 300 580 390 300 300 300 390 390 30.0

5 税務課
税関係の公簿、公文書及び図面の閲
覧手数料

○ 608 579.1 300 300 579 390 300 300 300 390 390 30.0

6 税務課
路線価公開図及び同台帳並びに標準
宅地公開図及び同台帳の写しの交付
手数料

○ 7 557.7 300 300 558 390 300 300 300 390 390 30.0

7 税務課
固定資産課税台帳兼名寄帳の閲覧手
数料

○ 914 579.5 300 300 580 390 300 300 300 390 390 30.0

8 産業観光課 じん肺見舞金手続手数料収入 ○ 23 1,191.0 200 200 1,191 260 200 － － 260 260 30.0

9
陶磁器意匠
研究所

デザイン支援
　デザイン及び試作 　 186 2,382.0 2,850 3,140 2,382 5,673 2,728 － 4,364 2,850 3,140 0.0

10
陶磁器意匠
研究所

デザイン支援
　デザイン及び成形技術に関する指
導

　 18 1,191.0 1,200 1,320 1,191 1,560 － － － 1,200 1,320 0.0

11
陶磁器意匠
研究所

技術支援
　陶磁器技術に関する試験及び試料
調製

　 10 2,382.0 2,850 3,140 2,382 4,362 － － 3,355 2,850 3,140 0.0

12
陶磁器意匠
研究所

技術支援
　陶磁器技術に関する指導

　 3 1,191.0 1,200 1,320 1,191 1,560 － － － 1,200 1,320 0.0

13
陶磁器意匠
研究所

食品衛生法の基準による鉛・カドミ
ウム溶出試験

　 3,072 329.1 470 520 329 4,338 454 546 3,337 470 520 0.0

14
陶磁器意匠
研究所

スポーリング試験 　 1,587 75.0 1,430 1,570 75 3,003 1,091 1,637 2,310 1,430 1,570 0.0

15
陶磁器意匠
研究所

各種証明書 　 72 397.0 270 300 397 556 － － 428 397 440 47.0

16 開発指導課
長期優良住宅建築等計画の認定申請
手数料
一戸建ての住宅

○ － － 50,000 50,000 － 65,000 50,000 50,000 0.0

17 開発指導課

長期優良住宅建築等計画の認定申請
手数料
一戸建て以外の住宅（１棟の戸数が
５以下のもの）

○ － － 110,000 110,000 － 143,000 110,000 110,000 0.0

18 開発指導課

長期優良住宅建築等計画の認定申請
手数料
一戸建て以外の住宅（１棟の戸数が
５を超えるもの）

○ － － 172,000 172,000 － 223,600 172,000 172,000 0.0

19 開発指導課
低炭素建築物新築等計画の認定申請
手数料
一戸建ての住宅

○ － － 36,000 36,000 － 46,800 36,000 36,000 0.0

20 開発指導課
低炭素建築物新築等計画の認定申請
手数料
一戸建て以外　住戸  （戸数１）

○ － － 19,000 19,000 － 24,700 19,000 19,000 0.0

21 開発指導課

低炭素建築物新築等計画の認定申請
手数料
一戸建て以外　住戸  （戸数２～
５））

○ － － 38,000 38,000 － 49,400 38,000 38,000 0.0

22 開発指導課

低炭素建築物新築等計画の認定申請
手数料
一戸建て以外　住戸  （戸数６～１
０）

○ － － 54,000 54,000 － 70,200 54,000 54,000 0.0

23 開発指導課

低炭素建築物新築等計画の認定申請
手数料
一戸建て以外　住戸  （戸数１１～
２５）

○ － － 76,000 76,000 － 98,800 76,000 76,000 0.0

24 開発指導課

低炭素建築物新築等計画の認定申請
手数料
一戸建て以外　供用  （床面積が
100㎡以下）

○ － － 59,000 59,000 － 76,700 59,000 59,000 0.0

25 開発指導課

低炭素建築物新築等計画の認定申請
手数料
住宅以外の建築物  （床面積が300
㎡以下）

○ － － 129,000 129,000 － 167,700 129,000 129,000 0.0

26 開発指導課

低炭素建築物新築等計画の認定申請
手数料
住宅以外の建築物
（床面積が300㎡を超え500㎡以下の
もの）

○ － － 207,000 207,000 － 269,100 207,000 207,000 0.0

27 開発指導課
国土調査の成果の写し等から調製す
る筆ごとの地形図の交付手数料

○ 503 857.1 300 300 857 390 300 － － 390 390 30.0

他市事例

所属 名称
非
課
税

県内の特定行政庁で同額
（岐阜市、大垣市、各務原
市、高山市、可児市）

 ７



 上限額（Ｃ）の求め方  適正料金（Ｄ）の求め方

　本市の現在料金と他市 　 Ａ＞Ｂの場合→Ａ

料金のうち、最も高いもの 　 Ａ≦Ｂ≦Ｃの場合→Ｂ

に1.3を乗じた。 　 Ｂ＞Ｃの場合→Ｃ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

年間処
理件数

コスト
現在
料金

現在
料金

計算上
の料金

上限額 土岐市 可児市 瀬戸市
適正
料金

適正
料金

値上率

（件） （円/件） （税抜） （税込） （税抜） （税抜） （税抜） （税抜） （税抜） （税抜） （税込） （％）

他市事例

所属 名称
非
課
税

28 市街地整備課

土地区画整理事業における証明書交
付手数料
仮換地証明書・借地権の仮換地証明
書・敷地地番該当証明書

○ － － 300 300 － 390 300 300 300 300 300 0.0

29 市民課 住民票の写しの交付手数料 ○ 42,799 327.7 300 300 328 390 300 300 300 330 330 10.0

30 市民課 戸籍の附票の写しの交付手数料 ○ 1,847 306.3 300 300 306 390 300 300 300 310 310 3.3

31 市民課 印鑑登録証の交付手数料 ○ 3,224 339.9 300 300 340 390 300 200 300 340 340 13.3

32 市民課 印鑑登録に関する証明手数料 ○ 28,609 322.1 300 300 322 390 300 300 300 320 320 6.7

33 市民課 身分及び身元に関する証明手数料 ○ 100 299.4 300 300 299 390 300 300 300 300 300 0.0

34 市民課 住民票の記載に関する証明手数料 ○ 2,312 327.9 300 300 328 390 300 300 300 330 330 10.0

35 市民課
住民基本台帳の一部の写しの閲覧手
数料（/冊）

○ 66 2,906.6 3,000 3,000 2,907 3,900 300円/件 100円/件 100円/件 3,000 3,000 0.0

36 市民課 個人番号カードの再交付手数料 ○ 34 0.0 800 800 0 1,040 800 800 800 800 800 0.0

37 都市政策課
多治見市屋外広告物条例による許可
又は許可の有効期間の更新、申請手
数料

○

38 都市政策課 用途証明手数料 ○ 20 442.5 300 300 442 390 300 300 300 390 390 30.0

39 予防課
消防法第11条第５項の規定による完
成検査申請手数料

○ 25 11,910.0 13,000 13,000 11,910 16,900 12,300 12,300 10,700 13,000 13,000 0.0

40 予防課
多治見市火災予防条例の規定による
検査申請手数料

○ － － 6,000 6,000 － 8,450 5,500 6,500 0 6,000 6,000 0.0

41 予防課

危険物の規制に関する政令第８条第
４項の規定による完成検査済の再交
付手数料
　危険物施設完成検査済証再交付

　 － － 1,000 1,100 － 1,300 0 300 0 1,000 1,100 0.0

42 予防課
消防法施行規則第２条の３第５項の
規定による終了証の再交付手数料
　防火管理者修了証再交付

　 15 596.0 450 500 596 585 0 300 0 585 640 30.0

43 救急指令課 救急搬送証明書の交付手数料 　 － － 450 500 － 585 0 300 0 450 500 0.0

別表のとおり

 ８



番号38（多治見市屋外広告物条例による許可又は許可の有効期間の更新、申請手数料）別表

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

年間処理
件数

コスト
現在
料金

現在
料金

計算上
の料金

上限額 土岐市 可児市 瀬戸市
適正
料金

適正
料金

値上率

（件） （円/件） （税抜） （税込） （税抜） （税抜） （税抜） （税抜） （税抜） （税抜） （税込） （％）

許可の有効期間が１年以
下のもの

〇 900 900 1,170 900 900 900 1,170 1,170 30.0

許可の有効期間が１年を
超え２年以下のもの

〇 1,520 1,520 1,976 1,520 1,520 1,300 1,976 1,980 30.0

許可の有効期間が２年を
超えるもの

〇 2,240 2,240 2,912 2,240 2,240 － 2,912 2,910 30.0

許可の有効期間が１年以
下のもの

〇 1,200 1,200 1,560 1,200 1,200 1,200 1,560 1,560 30.0

許可の有効期間が１年を
超え２年以下のもの

〇 2,090 2,090 2,717 2,090 2,090 1,900 2,717 2,720 30.0

許可の有効期間が２年を
超えるもの

〇 3,080 3,080 4,004 3,080 3,080 － 4,004 4,000 30.0

〇 2,475 300 300 390 300 300 300 390 390 30.0

〇 35 200 200 260 200 200 100 260 260 30.0

〇 25 400 400 520 400 400 400 520 520 30.0

〇 0 80 80 104 80 80 40 104 100 30.0

〇 237 300 300 520 300 300 400 520 520 73.3

〇 0 600 600 910 600 600 700 910 910 51.7

〇 0 300 300 390 300 300 100 390 390 30.0

4,454

他市事例

非
課
税

4,454.1

種類

(１)広告
板、広告
塔、アー
チ、壁面広
告その他こ
れらに類す
る広告物及
び広告物を
掲出する物
件

(２)　電柱又は街灯柱を利用する広告物

(３)　立看板

(４)　はり紙

(８)　その他の広告物

1,638

(５)　はり札

ネオンサイ
ンその他の
電飾設備を
有しないも
の

ネオンサイ
ンその他の
電飾設備を
有するもの

(６)　広告幕又は広告網

(７)　アドバルーン



 ● その他料金（負担金等）

1 子ども支援課
一時保育利用負担
金

規則 〇

＜3歳未満児＞
利用料350円（/h）、給食費240円、おやつ代100円
＜3歳以上児＞
利用料250円（/h）、給食費240円、おやつ代100円

・利用料は法令を基準に算出。
・給食費、おやつ代は原材料費。

2 子ども支援課
休日保育利用負担
金

規則 〇

＜3歳未満児＞（日額）
（1）8時間以内
［生活保護世帯］0円、［非課税世帯］500円、［均等割のみ
課税］800円、［所得割課税］1,600円
（2）8～12時間
［生活保護世帯］0円、［非課税世帯］700円、［均等割のみ
課税］1,000円、［所得割課税］2,000円
＜3歳以上児＞（日額）
（1）8時間以内
［生活保護世帯］0円、［非課税世帯］400円、［均等割のみ
課税］600円、［所得割課税］1,200円
（2）8～12時間
［生活保護世帯］0円、［非課税世帯］500円、［均等割のみ
課税］800円、［所得割課税］1,600円

通常の月額保育料を基準に日額を
算出。

3 高齢福祉課
配食サービス委託
費等

要綱 0 １食　220円
H28に見直し。独居高齢者の負担
を考慮すると妥当な設定

4 保健センター
養育医療自己負担
金

法令 0 診療費及び食事代の一部 法令による基準のため

5 保健センター
ウイルス性肝炎検
査（HBs抗原及び
HCV抗体）

規則 0 1,000円

6 保健センター
ウイルス性肝炎検
査（HBs抗原）

規則 0 1,000円

7 保健センター
ウイルス性肝炎検
査（HCV抗体）

規則 0 1,000円

8 保健センター
乳がん検診（集団
検診）

規則 0 1,000円

9 保健センター
乳がん検診（個別
検診）

規則 0 1,000円

10 保健センター 大腸がん検診 規則 0 500円

11 保健センター
大腸がん検診（個
別検診）

規則 0 500円

12 保健センター 30代の健康診査 規則 0 1,000円 特定健診の料金と同額とするため

13 保健センター
胃がん検診（集団
検診）

規則 0 900円
東濃五市で最も高い料金設定であ
り、R3年度から委託料が減額とな
るため

14 保健センター
胃がん検診（個別
検診）

規則 0 2,000円

15 保健センター 子宮頸がん検診 規則 0 700円
16 保健センター 前立腺がん検診 規則 0 800円
17 保健センター 眼科検診 規則 0 500円 委託料に変更が無いため

18 保健センター
インフルエンザ予
防接種

規則 0 1,900円 R2に改正した直後であるため

19 保健センター
高齢者肺炎球菌予
防接種

規則 0 3,000円 委託料に変更が無いため

20 保健センター フッ素塗布 規則 0 500円 医師謝礼に変更が無いため

21 環境課
愛岐処分場関係会
議費負担金

その他 0 53,000円
会議開催時の必要経費（委員報
酬）の2分の1

22 環境課
畜犬登録等事務負
担金

協定 0 実績に応じて変動有
前年度に実施された注射実績を基
に算出

23 環境課
霊園えい地永代使
用料

条例 0

・平和霊園
1区画につき18万円～225万円（区画の種別（面積）による）
・北市場霊園
1平方ﾒｰﾄﾙにつき5万円
・森下霊園
S60.3.31以前のもの
1区画72,000円、2区画18万円
S60.4.1以降のもの
1区画10万円、2区画25万円

・返還区画を再募集中
・新たな開発費用は発生しておら
ず、地価の大きな変動もないた
め、見直しの予定なし

24 環境課 霊園管理料 条例 0 1区画につき5年間6,800円
消費増税に伴い、R1に改正した直
後であるため

25 都市政策課
コミュニティバス
（補助事業）

その他 0
100円区間
200円区間
1日券300円

路線バスの初乗り料金は170円
で、現状金額は妥当。ワンコイン
で利用促進を図りたい。

東濃五市で最も高い料金設定であ
り、委託料に変更は無いため

県下でほぼ同額の料金設定である
ため

東濃五市で最も高い料金設定であ
り、委託料に変更は無いため

特記事項所属 名称
非
課
税

現在料金
料金の
根拠
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特記事項所属 名称
非
課
税

現在料金
料金の
根拠

26 都市政策課
200円バス（委
託）

その他 0 200円上限

・路線バスの利用率の低い時間帯
における利用促進を図る目的とし
て実施。(R1年度：H27年度比1.14
倍)
・市民にも200円バスとして定着
している。

27 上下水道課 開栓等手数料 条例 0 3,300円（税込）

・管工事組合委託契約単価に変更
なし
・近隣市も料金改定を検討してな
いことを確認

28 教育推進課
放課後児童健全育
成事業負担金

条例 〇
基本利用：3,500円（8月は7,000円）
延長利用：7,000円（8月は14,000円）

R1に見直し、R2から見直し後の金
額を適用し始めたばかり。（見直
し前の負担金額からの値上げ率
17％）

29 消防総務課
はしご自動車共同
運用応援出動負担
金

協定 0 100,000円/１回
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 ● 占用料

担当課 道路河川課

道路占用料

現在
料金

土岐市 可児市 瀬戸市
見直し
料金案

値上率 値上額

（税抜） （税抜） （税抜） （税抜） （税抜） （％） （円）
第１種電柱 630 1,200 1,200 1,100 820 30.2 190
第２種電柱 970 1,800 1,800 1,600 1,260 29.9 290
第３種電柱 1,300 2,500 2,500 2,200 1,690 30.0 390
第１種電話柱 560 1,100 1,100 940 730 30.4 170
第２種電話柱 900 1,700 1,700 1,500 1,170 30.0 270
第３種電話柱 1,200 2,400 2,400 2,100 1,560 30.0 360
その他の柱類 56 82 82 94 73 30.4 17
共架電線その他上空に設ける線類 6 11 11 9 8 33.3 2
地下に設ける電線その他の線類 3 5 5 6 4 33.3 1
路上に設ける変圧器 550 810 810 920 720 30.9 170
地下に設ける変圧器 340 550 550 570 440 29.4 100

変圧塔その他これに類するもの及び
公衆電話所

1,100 1,600 1,600 1,900 1,430 30.0 330

郵便差出箱及び信書便差出箱 470 690 690 790 610 29.8 140
広告塔 2,000 3,700 3,700 2,300 2,600 30.0 600
その他のもの 1,100 1,600 1,600 1,900 1,430 30.0 330
外径が0.07メートル未満のもの 24 40 31 29.2 7

外径が0.07メートル以上0.1メートル
未満のもの

34 57 44 29.4 10

外径が0.1メートル以上0.15メートル
未満のもの

51 82 82 85 66 29.4 15

外径が0.15メートル以上0.2メートル
未満のもの

67 110 110 110 87 29.9 20

外径が0.2メートル以上0.3メートル
未満のもの

100 170 130 30.0 30

外径が0.3メートル以上0.4メートル
未満のもの

130 230 170 30.8 40

外径が0.4メートル以上0.7メートル
未満のもの

240 400 310 29.2 70

外径が0.7メートル以上１メートル未
満のもの

340 570 440 29.4 100

外径が１メートル以上のもの 670 1,100 1,100 1,100 870 29.9 200
1,100 1,600 1,600 1,900 1,430 30.0 330

地下街・地下室(１階)
Ａ×
0.004

Ａ×
0.003

Ａ×
0.003

－

地下街・地下室(２階)
Ａ×
0.006

Ａ×
0.005

Ａ×
0.005

－

地下街・地下室(３階以上)
Ａ×
0.008

Ａ×
0.006

Ａ×
0.006

－

上空に設ける通路 1,000 2,500 2,500 1,100
地下に設ける通路 600 1,200 1,200 680
その他 1,100 1,600 1,600 1,900

祭礼、縁日その他の催しに際し、一
時的に設けるもの

20 37 37 23

その他 200 370 370 230

看板(一時的なもの) 200 370 370 230

看板(その他) 2,000 3,700 3,700 2,300
標識 900 1,300 1,300 1,500
旗ざお(縁日等一時的なもの) 20 37 37 23
旗ざお(その他) 200 370 370 230
幕(縁日等一時的なもの) 20 37 37 23
幕(その他) 200 370 370 230
アーチ(車道を横断するもの) 2,000 3,700 3,700 2,300
アーチ(その他) 1,000 1,800 1,800 1,100

1,000 1,000 － － 1,300 30.0 300
200 370 370 230 260 30.0 60
110 160 160 190 140 27.3 30

上空、トンネル上又は高速道路等の
路面下に設けるもの

Ａ×
0.014

－ － －

その他
Ａ×
0.025

－ － －

建築物
Ａ×
0.014

－ －

その他
Ａ×
0.01

－ －

地下街等(法32条1項5
号)

露店等(法32条1項6
号)

看板等(令7条1号)

太陽光発電設備等(令7条2号)

鉄道施設･歩廊等(法32条1項3号･4号)

占用物件 非課税

工作物(法32条1項1
号)

管類(法32条1項2号)

55

220 220

550 550

55

工事用足場･材料等(令第7条4号･5号)
仮設建築物等(令7条6号・7号）

階層に
より変
動

飲食店等が負担
する可能性があ
る料金のため見
直しから除外

占用許可の例が
なく、値上げの
効果が薄いため
見直しから除外

1箇月未満…課税

1箇月以上…非課税

連結路附属地利便施
設等
（令7条8号）

高架等の店舗、駐車
場等
（令7条9号・10号）

占用許可の例が
なく、値上げの
効果が薄いため
見直しから除外
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現在
料金

土岐市 可児市 瀬戸市
見直し
料金案

値上率 値上額

（税抜） （税抜） （税抜） （税抜） （税抜） （％） （円）

上空、トンネル上又は高架の道路路
面下に設けるもの

Ａ×
0.014

－ － －

その他
Ａ×
0.025

－ － －

Ａ×
0.025

－
Ａ×
0.018

Ａ×
0.034

上空、トンネル上又は高速道路等の
路面下に設けるもの

Ａ×
0.014

－ － －

その他
Ａ×
0.025

－ － －

準用河川流水占用料等

（１）土地占用料

現在
料金

土岐市 可児市 瀬戸市
見直し
料金案

値上率 値上額

（税抜） （税抜） （税抜） （税抜） （税抜） （％） （円）
230 230 －
460 460 －
230 230 － －
630 1,100
970 1,600

1,300 2,200
560 940
900 1,500

1,200 2,100
56 94
6 － － －

460 460 460 185
120 120 120 －
230 230 230 －
460 460 － －
230 230 － －
4 4 4 －

120 120 120 －
市長が定
める額

市長が定
める額

市長が定
める額 250

（２）河川産出物採取料

現在
料金

土岐市 可児市 瀬戸市
見直し
料金案

値上率 値上額

（税抜） （税抜） （税抜） （税抜） （税抜） （％） （円）
200 200 200 200
200 200 200 200
160 160 160
160 160 160
200 200 200 200

市長が定
める額

市長が定
める額

市長が定
める額

市長が定
める額

（３）流水占用料

現在
料金

土岐市 可児市 瀬戸市
見直し
料金案

値上率 値上額

（税抜） （税抜） （税抜） （税抜） （税抜） （％） （円）
3,680 3,680 3,680 4,147
370 370 370 －

市長が定
める額

市長が定
める額

市長が定
める額 137

区分 非課税

１　砂利

区分 非課税

１　鉱工業用
２　水車用

２　れき
３　玉石
４　転石
５　土又は砂

１　住宅、物置その他これらに類するもの
２　店舗、工場その他これらに類するもの
３　温泉
４　第１種電柱

占用物件 非課税

占用許可の例が
なく、値上げの
効果が薄いため
見直しから除外

1箇月未満…課税

1箇月以上…非課税

応急仮設住宅
（令7条11号）

車止め等（令7条12号）

高速道路の休憩所等
（令7条13号）

近隣市と概ね同
程度の料金であ
るため見直しか
ら除外

1箇月未満…課税

1箇月以上…非課税

６　１～５までに掲げるもの以外のもの

課税
重量によ
り変動

近隣市と概ね同
程度の料金であ
るため見直しか
ら除外

17　農業用工作物
18　地上又は上空に設ける工作物（１～17を除く。）

19　１～18までに掲げるもの以外のもの

460

230

460

11　地上又は上空に設ける共架電線等
12　鉄塔
13　管その他の地下埋設物

３　１～２までに掲げるもの以外のもの
課税

近隣市と概ね同程
度の料金であるた
め見直しから除外

14　えん堤、水路その他これらに類するもの
15　線路その他これらに類するもの
16　漁業用工作物

５　第２種電柱
６　第３種電柱
７　第１種電話柱
８　第２種電話柱
９　第３種電話柱
10　その他の柱類

占用物件 非課税
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